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意見書案の提出について  

 

  別紙意見書案を当市議会の議決をもって、それぞれの宛先に提出されたく、亀岡

市議会会議規則第１４条の規定により提出します。 

 



０．４％の年金引き下げを中止することを求める意見書（案） 

 

本年１月２８日、総務省より、平成２２年度平均の全国消費者物価指数の対前年

度比変動率がマイナス０．７％となった旨発表された。一方、平成２２年度の物価

は、基準となる平成１７年の物価と比較してマイナス０．４％となったことから、

平成２３年度の年金額は、０．４％の引き下げとなる。今年４月支払われた（実質

６月分）国民年金は、平成２２年度６６，００８円から６５，７４１円（満額･４

０年間の掛け金）に、厚生年金は、平均標準報酬３６万円（４０年間の掛け金･夫

婦２人分）の一か月の年金額２３２，５９２円から２３１，６４８円となった。こ

こ１０数年、年金は、引き下げが続いている。これは、消費者物価指数と連動して

いるが、他方、高齢者の生活は、高くなる税と保険料、そして、老年者控除の廃止

による増税、さらに、健康を維持する医療費の高騰により、年金から保険料等を差

し引くと生活がやっていけなくなっている。根拠の薄い物価指数による年金引き下

げを止め、今回の０．４％の年金引き下げを行なわず、年金額を元へ戻すよう求め

るものである。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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